
なお、 適用除外事業者とは、 前3事業年度の

所得金額の年平均額が15億円を超える法人等

をいいます。

１ ． 従来の『 賃上げ税制』

賃上げ税制の主な適

用要件として、 右の2つ

があります。

これらの要件をすべて満たした場合に、 税

額控除が適用できます。 また、 教育訓練費の

増加に応じた上乗せもあります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

賃上げ促進を図るため設けられている税制

上の優遇措置が、 令和3年度税制改正により

改正されます。 この改正の概要を、 令和3年2

月15日現在公表されている情報※をもとに確

認しましょう。

青色申告書を提出している事業者が賃上げ

等を行った場合に、 その賃上げの一部を税額

控除できる優遇措置があります。 ただし、 そ

の事業者が中小企業者等か否かで、 適用でき

る制度は異なります。

中小企業者等とは、 中小企業者及び農業協

同組合等を指します。 この場合の“ 中小企業

者” とは、 次に掲げる事業者（ 適用除外事業

者を除く ） をいいます。

ただし上記①のうち次のいずれかに該当す

る法人は、 “ 中小企業者” に該当しません。

変わる賃上げ税制
～投資不要、新規雇用のみで判断

中小企業向けは要件が簡素に ～
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中小企業者等とは

生まれ変わる 『賃上げ税制』

賃上げ特典となる税制優遇措置

適⽤できる優遇制度 

中小企業者等
以外 

 賃上げ税制（ 人材確保等促進税
制）  

中小企業者等  賃上げ税制（ 人材確保等促進税
制） ★

 所得拡大促進税制★

★重複適⽤不可

① 資本⾦若しくは出資⾦の額が1億円以下の法人

② 資本若しくは出資を有しない法⼈のうち、常時使⽤
する従業員数が1,000⼈以下の法人

③ 常時使⽤する従業員数が1,000⼈以下の個⼈

ロ） 発⾏済株式⼜は出資の総数⼜は総額の3分の2
以上を複数の大規模法⼈に所有されている法人

イ） 発⾏済株式⼜は出資（ ⾃⼰の株式⼜は出資を除
く。以下同じ） の総数⼜は総額の2分の1以上を
同一の大規模法⼈に所有されている法人

 賃上げ要件

 国内設備投資要件

税理士法人石井会計

令和4年度税制改正の概要

 令和3年12月10日に「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。今回も引き続き改正
の内容をピックアップしてお伝えしていきます。

【法人課税】少額減価償却資産の特例

 １．適用除外

 ２．実務上の留意点

 ３．適用開始時期
  令和4年4月1日以後に取得等するものから適用される見込みとなっています。

【個人所得課税】住宅取得等資金に係る贈与税の非課税

 １． 適用期限の延⾧
   適用期限が2年間（令和5年12月31日まで）延⾧

 ２．非課税限度額
   非課税限度額は、令和4年1月以後の贈与について新築等に係る契約の締結時期を考慮せず、
   次の住宅用家屋の区分に応じるものとします。

  資産の貸付けが主要な事業として行われる場合には、本改正の対象外となります。したがっ
  て、物品賃貸業者（リース業・レンタル業）が賃貸する少額資産や、不動産賃貸業者が物件
  に付随して賃貸する少額資産については改正の影響がないと考えられます。
  なお所得税についても同様の改正が行われます。

  少額の減価償却資産の損金算入制度等について、貸付けの用に供したものが対象資産から
  除外されることになります。
  ただし、主要な事業として行われる貸付の用に供される資産については、引き続き損金算
  入制度の適用が可能です。
  また、同制度の適用期限が2年間延⾧されます。



２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも

税務情報 2021年4月号Zeimu

中小企業向けの 『所得拡大促進税制』

要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２ ． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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令和4年度税制改正の概要

新築等に係る契約

締結時期は考慮なし

 ３．適用時期

【個人所得課税】住宅ローン控除

 １． 適用期限の延⾧
   適用期限が4年間（令和7年12月31日まで）延⾧

 ２． 控除期間
   新築等・・・・・・・13年（入居年が令和6年，同7年の場合は10年）
   既存・増改築等・・・10年

 ３． 控除率
   1.0％から0.7％に引き下げ

 ４． 所得要件
   合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ

 ５． 床面積要件
   50㎡以上
   ※但し、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築等の住宅で、合計所得金額が
    1,000万円以下の者の場合40㎡以上

 ６． 所得税額から控除しきれない場合
   控除しきれない金額を翌年分の住民税の額から控除することができる金額の上限が、
   13.65万円から9.75万円に引き下げ

 ７． 適用時期
   令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合に適用
   住宅ローン控除の適用を受けるため、現行では確定申告及び年末調整で提出が必要な
   年末残高証明書が、令和5年以後入居分については提出不要となります。

   令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

上記以外
消費税率10％ 1,000万円

500万円
上記以外 500万円

良質な住宅用家屋
消費税率10％ 1,500万円

1,000万円
上記以外 1,000万円

改正前 改正後

新築等に係る契約締結日
令和2年4月

～令和3年12月


